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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　手動操作によって操作信号を送信する操作端末と、
　前記操作端末と電気信号線によって接続され、前記電気信号線を介して前記操作端末に
外部電源から受電した電力を供給し、前記電気信号線を介して前記操作信号を受信し、前
記操作信号に基づいて、照明装置の動作を指示する指示信号を生成し、前記指示信号を送
信する中継ユニットと、
　第１方式の無線通信によって前記中継ユニットから前記指示信号を受信し、第２方式の
無線通信によって前記指示信号に応じて前記照明装置の点消灯を制御する、照明コントロ
ーラと、
　を有する、照明制御システム。
【請求項２】
　前記操作端末は、複数の操作部を有し、
　前記複数の操作部の各々には、操作アドレスが割り当てられ、
　前記照明装置は、複数設けられ、
　複数の前記照明装置の各々には、前記照明コントローラと前記第２方式の無線通信を行
うための照明アドレスが割り当てられ、
　前記中継ユニットは、前記操作信号に含まれる前記操作アドレスを前記照明アドレスに
変換し、前記照明アドレスを含む前記指示信号を送信する、
　請求項１に記載の照明制御システム。
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【請求項３】
　前記中継ユニットは、前記操作アドレスと前記照明アドレスを対応付けた変換テーブル
を有する、請求項２に記載の照明制御システム。
【請求項４】
　前記操作端末は、壁に設置されるスイッチ装置である、請求項１に記載の照明制御シス
テム。
【請求項５】
　指示入力を行うことができる携帯端末を有し、
　前記携帯端末は、前記第１方式の無線通信によって前記指示入力に応じた前記指示信号
を前記照明コントローラに送信する、
　請求項１に記載の照明制御システム。
【請求項６】
　設定装置を有し、
　前記設定装置は、前記中継ユニットと接続され、前記変換テーブル上の前記操作アドレ
スと前記照明アドレスを設定する、
　請求項３に記載の照明制御システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、照明制御システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、無線通信によって照明制御を行う照明制御システムがある。照明制御システムで
は、携帯情報端末によってユーザの指示入力が行われる。ユーザの指示入力があると、携
帯情報端末は、照明コントローラに指示を送信する。照明コントローラは、ユーザの指示
に応じ、無線通信によって照明装置の照明制御を行う。
【０００３】
　照明制御システムでは、携帯情報端末によって指示入力が行われるが、より簡便に指示
入力できるように照明コントローラと無線信号で通信を行う壁スイッチを複数設けること
が考えられる。しかしながら、このような壁スイッチには電源が必要となることから大型
化するとともに配線作業が煩雑となる。また、壁スイッチを照明コントローラから見たと
きに照明装置と同様の一つの端末として設定する必要があるため、設定作業も煩雑化する
。さらに、複数の壁スイッチを隣接して配設した場合には、照明コントローラに送信する
無線信号が互いに干渉して動作が不安定になるおそれがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１７－１６８６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　実施形態は、電源供給路の形成及び設定作業を簡易化でき、動作をより安定させ、スイ
ッチ装置の指示入力に応じて無線通信によって照明制御を行うことができる、照明制御シ
ステムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　照明制御システムは、操作端末と、中継ユニットと、照明コントローラとを有する。前
記操作端末は、手動操作によって操作信号を送信する。前記中継ユニットは、前記操作端
末と電気信号線によって接続され、前記電気信号線を介して前記操作端末に外部電源から
受電した電力を供給し、前記電気信号線を介して前記操作信号を受信し、前記操作信号に
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基づいて、照明装置の動作を指示する指示信号を生成し、前記指示信号を送信する。前記
照明コントローラは、第１方式の無線通信によって前記中継ユニットから前記指示信号を
受信し、第２方式の無線通信によって前記指示信号に応じて前記照明装置の点消灯を制御
する。
【発明の効果】
【０００７】
　実施形態によれば、電源供給路の形成及び設定作業を簡易化でき、動作をより安定させ
、スイッチ装置の指示入力に応じて無線通信によって照明制御を行うことができる、照明
制御システムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施形態に関わる、照明制御システムの構成の一例を示すブロック図である。
【図２】実施形態に関わる、照明制御システムのスイッチ装置の構成の一例を示すブロッ
ク図である。
【図３】実施形態に関わる、照明制御システムの表示テーブルの一例を示すブロック図で
ある。
【図４】実施形態に関わる、照明制御システムの中継ユニットの構成の一例を示すブロッ
ク図である。
【図５】実施形態に関わる、照明制御システムの変換テーブルの一例を示すブロック図で
ある。
【図６】実施形態に関わる、照明制御システムの携帯端末の構成の一例を示すブロック図
である。
【図７】実施形態に関わる、照明制御システムの点灯状態情報の一例を示すブロック図で
ある。
【図８】実施形態に関わる、照明制御システムの照明コントローラの構成の一例を示すブ
ロック図である。
【図９】実施形態に関わる、照明制御システムの照明装置の構成の一例を示すブロック図
である。
【図１０】実施形態に関わる、照明制御システムのセンサ装置の構成の一例を示すブロッ
ク図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　実施形態の照明制御システムは、手動操作によって操作信号を送信する操作端末と、前
記操作端末と電気信号線によって接続され、前記電気信号線を介して前記操作端末に外部
電源から受電した電力を供給し、前記電気信号線を介して前記操作信号を受信し、前記操
作信号に基づいて、照明装置の動作を指示する指示信号を生成し、前記指示信号を送信す
る中継ユニットと、第１方式の無線通信によって前記中継ユニットから前記指示信号を受
信し、第２方式の無線通信によって前記指示信号に応じて前記照明装置の点消灯を制御す
る、照明コントローラと、を有する。
【００１０】
　以下、図面を参照して実施形態を説明する。
【００１１】
　（構成）
　図１は、実施形態に関わる、照明制御システム１の構成の一例を示すブロック図である
。
【００１２】
　図１に示すように、照明制御システム１は、操作端末であるスイッチ装置１１、中継ユ
ニット２１、携帯端末３１、照明コントローラ４１、照明装置５１、センサ装置６１及び
設定装置７１を有する。
【００１３】
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　スイッチ装置１１は、電気信号線１１ａによって中継ユニット２１と接続される。中継
ユニット２１は、外部電源Ｅと接続される。照明コントローラ４１は、第１方式の無線通
信によって中継ユニット２１及び携帯端末３１と接続され、第２方式の無線通信によって
照明装置５１及びセンサ装置６１と接続される。第１方式の無線通信と第２方式の無線通
信とは、例えば使用する周波数帯が異なる。また、第２方式の無線通信は、照明コントロ
ーラ４１に接続される端末を管理しており、定期的に制御対象となる端末と双方向通信を
行っている。従って、第２方式の無線通信においては照明コントローラ４１の能力に応じ
て接続可能な端末の上限が定められる。一方、第１方式の無線通信によって接続される機
器は、照明コントローラ４１の管理対象ではないため照明コントローラ側から定期的に機
器へ通信が行わることはなく、機器から照明コンとローラ４１へ問い合わせがあればそれ
に応じた通信が行われる。従って、第１方式の無線通信は同時に通信を行うことによって
通信トラフィック増加による通信上の制約を受け得るが、第２方式の無線通信とは異なり
第１方式の無線通信で通信可能な機器は照明コントローラ４１との接続数の上限はない。
【００１４】
　図２は、実施形態に関わる、照明制御システム１のスイッチ装置１１の構成の一例を示
すブロック図である。図３は、実施形態に関わる、照明制御システム１の操作状態テーブ
ル１６の一例を示すブロック図である。
【００１５】
　図２に示すように、スイッチ装置１１は、例えば、壁等の設置面に設置される壁スイッ
チである。スイッチ装置１１は、中継ユニット接続部１２、操作部１３、表示部１４、メ
モリ１５、操作状態テーブル１６、プロセッサ１７及び設定装置用コネクタ１８を有する
。中継ユニット接続部１２、操作部１３、表示部１４及びメモリ１５は、プロセッサ１７
と接続される。
【００１６】
　中継ユニット接続部１２は、中継ユニット２１を接続するための回路である。中継ユニ
ット接続部１２は、プロセッサ１７の制御の下、中継ユニット２１と各種信号の送受信を
行う。また、中継ユニット接続部１２は、中継ユニット２１から受電した電力をスイッチ
装置１１内の各部に供給する。
【００１７】
　操作部１３は、ユーザの操作によって指示入力することができるように構成される。操
作部１３は、例えば、点灯又は消灯のいずれかに切り替えることができるプッシュスイッ
チを有する。ユーザの指示入力があると、操作部１３は、制御信号をプロセッサ１７に出
力する。
【００１８】
　操作部１３は、スイッチ装置１１にｍ個設けられる。ｍ個の操作部１３の各々には、操
作アドレスＸ１、Ｘ２・・・Ｘｍ（ｍは、１又は複数の数を示す）が割り当てられる。以
下、操作アドレスＸ１、Ｘ２・・・Ｘｍの全部又は一部を示すとき、操作アドレスＸとい
う。
【００１９】
　照明制御システム１にスイッチ装置１１が複数設けられるとき、操作アドレスＸは、操
作部１３を識別できるように、全てのスイッチ装置１１内でユニークになるように割り当
てられる。
【００２０】
　表示部１４は、操作部１３に応じた個数設けられる。例えば、図２では、表示部１４は
、操作部１３と同じ個数設けられる。なお、表示部１４の個数は、操作部１３と同じ個数
に限定されない。
【００２１】
　表示部１４は、プロセッサ１７の制御の下、操作部１３の操作状態情報を表示すること
ができるように構成される。操作状態情報は、操作アドレスＸに対応した操作部１３の操
作状態を示す情報である。例えば、表示部１４は、緑色及び赤色に発光可能なＬＥＤを有
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する回路であり、操作状態情報が「点灯」であるとき、緑色に発光表示し、一方、操作状
態情報が「消灯」であるとき、赤色に発光表示する。
【００２２】
　メモリ１５は、例えば、フラッシュＲＯＭ等、プロセッサ１７によって読み書き可能な
記憶素子によって構成される。メモリ１５は、スイッチ装置１１を制御するための各種情
報の他、操作部１３に対する操作アドレスＸの割り当て情報も記憶する。
【００２３】
　操作状態テーブル１６は、メモリ１５に記憶される。操作状態テーブル１６は、操作ア
ドレスＸと操作状態情報が対応付けられたテーブル情報である。図３の例では、操作アド
レスＸ１の操作状態情報が「点灯」、操作アドレスＸ２の操作状態情報が「消灯」、操作
アドレスＸｍの操作状態情報が「点灯」である。
【００２４】
　プロセッサ１７は、スイッチ装置１１の動作を制御する回路である。操作部１３から制
御信号を受信すると、プロセッサ１７は、中継ユニット接続部１２を介して中継ユニット
２１に、操作アドレスＸと、点灯又は消灯等の動作を指示する指示情報を送信する。
【００２５】
　また、プロセッサ１７は、中継ユニット接続部１２を介して中継ユニット２１から操作
アドレスＸ及び点灯状態情報を受信すると、点灯状態情報に応じて操作状態テーブル１６
の操作状態情報を更新する。例えば、プロセッサ１７は、点灯状態情報が「点灯」である
とき、操作状態情報も「点灯」に更新し、また、点灯状態情報が「消灯」であるとき、操
作状態情報も「消灯」に更新する。
【００２６】
　また、プロセッサ１７は、操作状態テーブル１６を読み込み、操作アドレスＸ及び操作
状態情報に基づいて、制御信号を送信し、表示部１４に操作状態情報を表示させる。
【００２７】
　設定装置用コネクタ１８は、中継ユニット２１と接続される。設定装置用コネクタ１８
には、設定装置７１が接続される。設定装置用コネクタ１８は、スイッチ装置１１の内部
に設けられる。設定装置用コネクタ１８は、スイッチカバーによって覆われ、スイッチカ
バーを開けることによって外部に露出する。
【００２８】
　図４は、実施形態に関わる、照明制御システム１の中継ユニット２１の構成の一例を示
すブロック図である。図５は、実施形態に関わる、照明制御システム１の変換テーブル２
６の一例を示すブロック図である。
【００２９】
　中継ユニット２１は、例えば、壁等の設置面に設置される。中継ユニット２１は、スイ
ッチ装置１１と照明コントローラ４１を中継する。中継ユニット２１は、電源回路２２、
スイッチ装置接続部２３、無線通信部２４、メモリ２５、変換テーブル２６及びプロセッ
サ２７を有する。電源回路２２は、スイッチ装置接続部２３と接続される。スイッチ装置
接続部２３、無線通信部２４及びメモリ２５は、プロセッサ２７と接続される。
【００３０】
　電源回路２２は、外部電源Ｅと接続される。電源回路２２は、外部電源Ｅから受電した
電力を変換し、中継ユニット２１内の各部に電力を供給する回路である。
【００３１】
　スイッチ装置接続部２３は、スイッチ装置１１と接続するための回路である。スイッチ
装置接続部２３は、プロセッサ２７の制御の下、スイッチ装置１１との各種信号の送受信
を行う。また、スイッチ装置接続部２３は、電源回路２２から受電した電力をスイッチ装
置１１に供給する。
【００３２】
　無線通信部２４は、第１方式の無線通信によって照明コントローラ４１と接続できるよ
うに構成される。第１方式の無線通信は、例えば、無線ＬＡＮ等の方式の無線通信である
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。
【００３３】
　メモリ２５は、プロセッサ１７によって読み書き可能な記憶素子によって構成される。
メモリ２５は、中継ユニット２１を制御するための各種情報を記憶する。
【００３４】
　変換テーブル２６は、メモリ２５に記憶される。変換テーブル２６は、操作アドレスＸ
と照明アドレスＹを対応付けたテーブル情報である。より具体的には、変換テーブル２６
では、ｍ個の操作アドレスＸとｎ個の照明アドレスＹ（ｎは、１又は複数の数を示す）が
互いに対応付けられる。照明アドレスＹは、照明装置５１の各々に割り当てられたアドレ
スである。例えば、図５では、操作アドレスＸ１、Ｘ２・・・Ｘｍの各々と、照明アドレ
スＹ１、Ｙ２・・・Ｙｎの各々とが互いに対応付けられる。操作アドレスＸと照明アドレ
スＹの各々の個数は、同じでなくても構わない。以下、照明アドレスＹ１、Ｙ２・・・Ｙ
ｎの全部又は一部を示すとき、照明アドレスＹという。
【００３５】
　プロセッサ２７は、中継ユニット２１の動作を制御する回路である。スイッチ装置接続
部２３を介してスイッチ装置１１から操作アドレスＸと指示情報を受信すると、プロセッ
サ１７は、メモリ２５から変換テーブル２６を取得し、操作アドレスＸに対応付けられた
照明アドレスＹを抽出することによって操作アドレスＸを照明アドレスＹに変換する。続
いて、プロセッサ２７は、無線通信部２４を介して照明コントローラ４１に、照明アドレ
スＹと指示情報を送信する。
【００３６】
　また、プロセッサ２７は、無線通信部２４を介して照明コントローラ４１から照明アド
レスＹと照明状態情報を受信すると、変換テーブル２６に基づいて、照明アドレスＹを操
作アドレスＸに変換する。続いて、プロセッサ２７は、スイッチ装置接続部２３を介して
スイッチ装置１１に、操作アドレスＸと照明状態情報を送信する。
【００３７】
　図６は、実施形態に関わる、照明制御システム１の携帯端末３１の構成の一例を示すブ
ロック図である。
【００３８】
　携帯端末３１は、例えば、ユーザが把持可能なタブレット型の携帯情報端末である。携
帯端末３１は、無線通信によって照明コントローラ４１に、照明装置５１の点灯又は消灯
等の指示入力を行うことができるように構成される。携帯端末３１は、無線通信部３２、
表示パネル３３、タッチパネル３４、メモリ３５、点灯状態テーブル３６及びプロセッサ
３７を有する。無線通信部３２、表示パネル３３、タッチパネル３４及びメモリ３５は、
プロセッサ３７と接続される。
【００３９】
　無線通信部３２は、第１方式の無線通信によって照明コントローラ４１と接続できるよ
うに構成される。
【００４０】
　表示パネル３３は、例えば、ＬＥＤ又はＯＬＥＤ等のパネル部材によって構成され、プ
ロセッサ３７から入力された各種情報を表示する。
【００４１】
　タッチパネル３４は、表示パネル３３上に配置される。ユーザの指示入力があると、タ
ッチパネル３４は、制御信号をプロセッサ３７に出力する。
【００４２】
　メモリ３５は、プロセッサ３７によって読み書き可能な記憶素子によって構成される。
メモリ３５は、携帯端末３１を制御するための各種情報を記憶する。
【００４３】
　点灯状態テーブル３６は、メモリ３５に記憶される。点灯状態テーブル３６は、照明ア
ドレスＹと点灯状態情報が対応付けられたテーブル情報である。点灯状態情報は、操作ア
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ドレスＸに対応した照明装置５１の点灯状態を示す情報である。図７の例では、照明アド
レスＹ１の点灯状態情報が「点灯」、照明アドレスＹ２の点灯状態情報が「消灯」、及び
、照明アドレスＹｎの点灯状態情報が「点灯」である。
【００４４】
　プロセッサ３７は、携帯端末３１の動作を制御する回路である。ユーザの指示入力によ
ってタッチパネル３４から制御信号を受信すると、プロセッサ３７は、制御信号に応じ、
点灯又は消灯等の照明装置５１の動作を指示する指示情報を生成する。続いて、プロセッ
サ３７は、無線通信部３２を介して照明コントローラ４１に、照明アドレスＹ及び指示情
報を送信する。
【００４５】
　また、プロセッサ３７は、無線通信部３２を介して照明コントローラ４１から照明アド
レスＹ及び点灯状態情報を受信すると、メモリ３５の点灯状態テーブル３６の点灯状態情
報を更新する。
【００４６】
　また、プロセッサ３７は、点灯状態テーブル３６から照明アドレスＹ及び点灯状態情報
を取得し、表示パネル３３に表示可能である。
【００４７】
　図８は、実施形態に関わる、照明制御システム１の照明コントローラ４１の構成の一例
を示すブロック図である。
【００４８】
　照明コントローラ４１は、例えば、天井又は壁等の設置面に設置される。照明コントロ
ーラ４１は、中継ユニット２１、携帯端末３１及びセンサ装置６１から受信した制御信号
に応じ、照明装置５１の照明制御を行うことができるように構成される。照明コントロー
ラ４１は、無線通信部４２、メモリ４３及びプロセッサ４４を有する。無線通信部４２及
びメモリ４３は、プロセッサ４４と接続される。
【００４９】
　無線通信部４２は、第１方式の無線通信によって無線通信部２４、３２と接続し、第２
方式の無線通信によって照明装置５１及びセンサ装置６１と接続する回路である。第２方
式の無線通信は、例えば、エコーネットライト等の方式の無線通信である。
【００５０】
　メモリ４３は、プロセッサ４４によって読み書き可能な記憶素子によって構成される。
メモリ４３は、照明コントローラ４１を制御するための各種情報を記憶する。メモリ４３
には、照明アドレスＹ及びセンサ装置６１のアドレスであるセンサアドレスが記憶される
。メモリ４３は、例えば、センサアドレスによって識別されるセンサ装置６１が所定の明
るさを検知したとき、又は、人の存在を検知したとき、予め定めた照明アドレスＹの照明
装置５１を点灯又は消灯する等の動作条件を記憶することも可能である。
【００５１】
　プロセッサ４４は、照明コントローラ４１の動作を制御する回路である。プロセッサ４
４は、メモリ４３からプログラムを読み込み、実行することによって機能を実現するよう
に構成しても構わない。
【００５２】
　プロセッサ４４は、無線通信部２４、３２から照明アドレスＹと指示情報を受信すると
、無線通信部４２を介して照明装置５１に、照明アドレスＹと指示情報に基づいた指示を
行う。
【００５３】
　また、プロセッサ４４は、照明装置５１から点灯状態情報を受信すると、無線通信部４
２を介して無線通信部２４、３２に、点灯状態情報を送信する。
【００５４】
　また、プロセッサ４４は、センサ装置６１から受信したセンサ情報に応じ、メモリ４３
に記憶された動作条件に従い、無線通信部４２を介して照明装置５１に、指示情報に応じ
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た指示を送信しても構わない。
【００５５】
　図９は、実施形態に関わる、照明制御システム１の照明装置５１の構成の一例を示すブ
ロック図である。
【００５６】
　照明装置５１は、例えば、天井又は壁等に、ｎ個取り付けられる。ｎ個の照明装置５１
の各々には、照明アドレスＹが割り当てられる（図１）。照明装置５１は、照明コントロ
ーラ４１から受信した制御信号に応じ、点灯又は消灯等の動作を行う。照明装置５１は、
無線通信部５２、メモリ５３、照明部５４及びプロセッサ５５を有する。無線通信部５２
、メモリ５３及び照明部５４は、プロセッサ５５と接続される。
【００５７】
　無線通信部５２は、第２方式の無線通信によって無線通信部４２と接続する回路である
。
【００５８】
　メモリ５３は、読み書き可能な記憶素子によって構成され、自己に割り当てられた照明
アドレスＹを記憶する。照明アドレスＹは、製造時において割り当てられるものであって
も構わないし、照明コントローラ４１により、手動又は自動で割り当てられたものであっ
ても構わない。
【００５９】
　照明部５４は、ＬＥＤ等の発光素子を有する。照明部５４は、プロセッサ５５の制御信
号に応じて点灯又は消灯する。
【００６０】
　プロセッサ５５は、照明装置５１の動作を制御する回路である。無線通信部５２を介し
て照明コントローラ４１から照明アドレスＹ及び指示情報を受信すると、受信した照明ア
ドレスＹと自己の照明アドレスＹが一致するか否かを判定する。受信した照明アドレスＹ
と自己の照明アドレスＹが一致するとき、プロセッサ５５は、制御信号を出力し、指示情
報に応じて照明部５４を点灯又は消灯させる。
【００６１】
　また、プロセッサ５５は、無線通信部５２を介し、照明コントローラ４１から点灯状態
を問い合わせる制御信号を受信すると、照明コントローラ４１に点灯状態情報を返信する
。例えば、照明コントローラ４１の問い合わせに対し、プロセッサ５５は、照明部５４が
点灯しているときには、点灯を示す点灯状態情報を返信し、一方、照明部５４が消灯して
いるときには、消灯を示す点灯状態情報を返信する。
【００６２】
　図１０は、実施形態に関わる、照明制御システム１のセンサ装置６１の構成の一例を示
すブロック図である。
【００６３】
　センサ装置６１は、例えば、天井又は壁等の設置面に、１又は複数個設置される。セン
サ装置６１の各々には、センサアドレスが割り当てられる。センサ装置６１は、検知した
検知情報を照明コントローラ４１に送信できるように構成される。センサ装置６１は、無
線通信部６２、メモリ６３、センサ部６４及びプロセッサ６５を有する。無線通信部６２
、メモリ６３及びセンサ部６４は、プロセッサ６５と接続される。
【００６４】
　無線通信部６２は、第２方式の無線通信によって無線通信部４２と接続する回路である
。
【００６５】
　メモリ６３は、読み書き可能な記憶素子によって構成される。メモリ６３は、自己に割
り当てられたセンサアドレスを記憶する。
【００６６】
　センサ部６４は、外部情報を検知し、検知結果である検知情報をプロセッサ６５に出力
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する。センサ部６４は、例えば、人感センサ、又は、明るさセンサ等のセンサを有する。
例えば、照明制御システム１には、人感センサを備えたセンサ装置６１と、明るさセンサ
を備えたセンサ装置６１との両方が設けられても構わない。なお、センサ部６４のセンサ
は、人感センサ、又は、明るさセンサに限定されない。
【００６７】
　プロセッサ６５は、センサ装置６１の動作を制御する回路である。センサ部６４から検
知情報を受信すると、プロセッサ６５は、無線通信部６２を介して照明コントローラ４１
に、自己のセンサアドレスと検知情報を送信する。
【００６８】
　設定装置７１は、ユーザの操作によって変換テーブル２６のテーブル情報を設定できる
ように構成される。設定装置７１は、表示具及び操作具を有する小型の端末器であり、接
続ケーブルによって設定装置用コネクタ１８に接続可能である。設定装置７１は、操作ア
ドレスＸと操作部１３の対応付け、照明アドレスＹと照明装置５１の対応付け、及び、セ
ンサアドレスとセンサ装置６１の対応付けを設定できるように構成しても構わない。
【００６９】
　すなわち、操作アドレスＸと指示情報は、操作端末によって送信される操作信号を構成
する。照明アドレスＹと指示情報は、照明コントローラ４１によって送受信される指示信
号を構成する。
【００７０】
　また、操作端末は、壁に設置されるスイッチ装置１１である。操作端末は、複数の操作
部１３を有する。複数の操作部１３の各々には、操作アドレスＸが割り当てられる。操作
端末は、手動操作によって操作信号を送信する。
【００７１】
　また、照明装置５１は、複数設けられる。複数の照明装置の各々には、照明アドレスＹ
が割り当てられる。
【００７２】
　また、中継ユニット２１は、操作端末と電気信号線１１ａによって接続され、電気信号
線１１ａを介して操作端末に外部電源Ｅから受電した電力を供給し、電気信号線１１ａを
介して操作信号を受信し、操作信号に基づいた指示信号を送信する。中継ユニット２１は
、操作信号に含まれる操作アドレスＸを照明アドレスＹに変換し、照明アドレスＹを含む
指示信号を送信する。中継ユニット２１は、操作アドレスＸと照明アドレスＹを対応付け
た変換テーブル２６を有する。
【００７３】
　また、照明コントローラ４１は、第１方式の無線通信によって中継ユニット２１から指
示信号を受信し、第２方式の無線通信によって指示信号に応じて照明装置５１の点消灯を
制御する。
【００７４】
　また、携帯端末３１は、指示入力を行うことができ、第１方式の無線通信によって指示
入力に応じた指示信号を照明コントローラ４１に送信する。
【００７５】
　また、設定装置７１は、中継ユニット２１と接続され、変換テーブル２６上の操作アド
レスＸと照明アドレスＹを設定する。
【００７６】
　（動作）
　実施形態に係る照明制御システム１の動作について説明をする。
【００７７】
　照明制御システム１を起動すると、無線通信部４２は、第１方式の無線通信によって無
線通信部２４、３２と接続し、第２方式の無線通信によって無線通信部５２、６２と接続
する。
【００７８】
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　中継ユニット２１は、外部電源Ｅから受電した電力をスイッチ装置１１に供給する。
【００７９】
　まず、一例として、照明アドレスＹ１の照明装置５１を点灯する動作について説明をす
る。
【００８０】
　操作ユニットでは、ユーザが、操作アドレスＸ１に割り当てられた操作部１３に点灯を
指示する指示入力を行うと、プロセッサ１７は、操作部１３から制御信号を受信する。プ
ロセッサ１７は、中継ユニット接続部１２を介して中継ユニット２１に、操作アドレスＸ
１と点灯を指示する指示情報を送信する。
【００８１】
　中継ユニット２１では、スイッチ装置接続部２３を介して操作アドレスＸ１と指示情報
を受信すると、プロセッサ２７は、変換テーブル２６に基づいて、操作アドレスＸ１を照
明アドレスＹ１に変換する。続いて、プロセッサ２７は、無線通信部２４を介して照明コ
ントローラ４１に、照明アドレスＹ１と指示情報を送信する。
【００８２】
　照明コントローラ４１では、無線通信部４２を介して照明アドレスＹ１と指示情報を受
信すると、プロセッサ４４は、無線通信部４２を介して照明装置５１に照明アドレスＹ１
と指示情報を送信する。
【００８３】
　照明アドレスＹ１が割り当てられた照明装置５１では、無線通信部５２を介して照明ア
ドレスＹ１と指示情報を受信すると、プロセッサ５５は、受信した照明アドレスＹ１と自
己の照明アドレスＹ１を一致すると判定し、制御信号を出力し、照明部５４を点灯させる
。一方、照明アドレスＹ１が割り当てられていない照明装置５１では、プロセッサ５５は
、受信した照明アドレスＹ１と自己の照明アドレスＹ１を一致しないと判定し、指示情報
を無視する。
【００８４】
　照明部５４が点灯すると、プロセッサ５５は、無線通信部５２を介して照明コントロー
ラ４１に、照明アドレスＹ１と点灯を示す点灯状態情報を送信する。
【００８５】
　照明コントローラ４１では、無線通信部４２を介して照明アドレスＹ１と点灯状態情報
を受信すると、プロセッサ４４は、無線通信部４２を介して中継ユニット２１と携帯端末
３１に点灯状態情報を送信する。
【００８６】
　中継ユニット２１では、無線通信部２４を介して照明アドレスＹ１と点灯状態情報を受
信すると、プロセッサ２７は、変換テーブル２６に基づいて、照明アドレスＹ１を操作ア
ドレスＸ１に変換する。続いて、プロセッサ２７は、スイッチ装置接続部２３を介してス
イッチ装置１１に、操作アドレスＸ１と点灯状態情報を送信する。
【００８７】
　スイッチ装置１１では、中継ユニット接続部１２を介して操作アドレスＸ１と点灯状態
情報を受信すると、プロセッサ１７は、操作状態テーブル１６における操作アドレスＸ１
の操作状態情報に「点灯」をセットする。
【００８８】
　プロセッサ１７は、操作状態テーブル１６を読み込み、操作アドレスＸ１の操作状態情
報「点灯」に基づいて、制御信号を送信し、操作アドレスＸ１が割り当てられた表示部１
４を緑色に発光させる。
【００８９】
　次に、一例として、照明アドレスＹ２の照明装置５１を消灯する動作について説明をす
る。
【００９０】
　スイッチ装置１１は、ユーザが、操作アドレスＸ２に割り当てられた操作部１３に消灯
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を指示する指示入力を行うと、中継ユニット２１に、操作アドレスＸ２と消灯を指示する
指示情報を送信する。中継ユニット２１は、操作アドレスＸ２を照明アドレスＹ２に変換
し、照明コントローラ４１に、照明アドレスＹ２と指示情報を送信する。照明コントロー
ラ４１は、照明装置５１に照明アドレスＹ２と指示情報を送信する。照明アドレスＹ２が
割り当てられた照明装置５１は、照明部５４を消灯させ、照明コントローラ４１に、消灯
を示す点灯状態情報を送信する。照明コントローラ４１は、中継ユニット２１と携帯端末
３１に点灯状態情報を送信する。中継ユニット２１は、照明アドレスＹ２を操作アドレス
Ｘ２に変換してスイッチ装置１１に送信する。操作ユニットは、操作状態テーブル１６に
おける操作アドレスＸ２の操作状態情報に「消灯」をセットし、操作アドレスＸ２が割り
当てられた表示部１４を赤色に発光させる。
【００９１】
　次に、点灯状態情報の更新処理の例について、説明をする。
【００９２】
　照明コントローラ４１は、所定時間毎に、点灯状態情報の更新処理を実行する。
【００９３】
　照明コントローラ４１は、プロセッサ４４内にタイマＴｍを有し、タイマＴｍによって
所定時間毎に点灯状態の更新処理を行う（図８の２点鎖線）。
【００９４】
　照明コントローラ４１は、全ての照明装置５１に点灯状態を問い合わせる制御信号を送
信する。照明装置５１は、照明アドレスＹと点灯状態情報を照明コントローラ４１に返信
する。照明コントローラ４１は、中継ユニット２１と携帯端末３１に照明アドレスＹと点
灯状態情報を送信する。中継ユニット２１は、照明アドレスＹを操作アドレスＸに変換し
、操作アドレスＸと点灯状態情報をスイッチ装置１１に出力する。スイッチ装置１１は、
操作アドレスＸと点灯状態情報に基づいて、操作状態テーブル１６を更新し、表示部１４
に点灯状態情報を表示させる。
【００９５】
　これにより、スイッチ装置１１は、電気信号線１１ａによって電源供給路を形成でき、
配線作業が簡易であり、小型化できる。
【００９６】
　また、中継ユニット２１は、携帯端末３１と同じ方式によって照明コントローラ４１と
無線通信を行う。したがって、照明制御システム１では、設定装置７１による設定作業は
、簡易である。
【００９７】
　また、スイッチ装置１１では、電気信号線１１ａによって各種信号の送受信を行うこと
ができる。したがって、スイッチ装置１１間の各種信号の干渉が防止され、スイッチ装置
１１の入出力信号が安定し、照明制御システム１は、安定的に動作する。
【００９８】
　実施形態によれば、照明制御システム１は、電源供給路の形成及び設定作業を簡易化で
き、動作をより安定させ、スイッチ装置１１の指示入力に応じて無線通信によって照明制
御を行うことができる。
【００９９】
　なお、実施形態では、照明装置５１から返信される点灯状態情報によって表示部１４に
点灯状態情報を表示させるが、照明装置５１から返信される点灯状態情報ではなく、操作
部１３の指示入力に応じて表示部１４に点灯状態を表示させても構わない。
【０１００】
　なお、実施形態では、中継ユニット２１が操作アドレスＸと照明アドレスＹの変換を行
うが、中継ユニット２１に限定されない。例えば、照明コントローラ４１が、操作アドレ
スＸと照明アドレスＹの変換を行っても構わない。
【０１０１】
　本発明の実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として示したものであり、本
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発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規の実施形態は、その他の様々な
形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き
換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含ま
れるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【０１０２】
１　　 照明制御システム
１１　 スイッチ装置
１１ａ 電気信号線
１２　 中継ユニット接続部
１３　 操作部
１４　 表示部
１５　 メモリ
１６　 操作状態テーブル
１７　 プロセッサ
１８　 設定装置用コネクタ
２１　 中継ユニット
２２　 電源回路
２３　 スイッチ装置接続部
２４　 無線通信部
２５　 メモリ
２６　 変換テーブル
２７　 プロセッサ
３１　 携帯端末
３２　 無線通信部
３３　 表示パネル
３４　 タッチパネル
３５　 メモリ
３６　 点灯状態テーブル
３７　 プロセッサ
４１　 照明コントローラ
４２　 無線通信部
４３　 メモリ
４４　 プロセッサ
５１　 照明装置
５２　 無線通信部
５３　 メモリ
５４　 照明部
５５　 プロセッサ
６１　 センサ装置
６２　 無線通信部
６３　 メモリ
６４　 センサ部
６５　 プロセッサ
７１　 設定装置
Ｅ　　 外部電源
Ｔｍ　 タイマ
Ｘ　　 操作アドレス
Ｙ　　 照明アドレス
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